
 

 

 

テック系スタートアップ・サポートコンソーシアム宮城規約 

 

（名称） 

第１条 本コンソーシアムは、「テック系スタートアップ・サポートコンソーシア

ム宮城」（以下「コンソーシアム」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 コンソーシアムは、産学官金が一体となり、県内ものづくり企業との連携

による大きなシナジーが期待される東北大学発等のテック系スタートアップの

成長支援を地域全体で進めていくことで、県経済の成長をけん引していく新たな

企業価値を創造していくことを目的とする。 

 

（活動事項） 

第３条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１）支援対象スタートアップ（以下「スタートアップ」という。）の成長及び定

着の支援 

（２）スタートアップのニーズ把握調査 

（３）コンソーシアム構成員（以下「構成員」という。）とスタートアップのマッ

チング 

（４）前各号に掲げるもののほか目的の達成に必要と認める活動 

 

（組織） 

第４条 構成員は、一般会員と幹事会員から成る。 

２ 一般会員は、コンソーシアムの目的に賛同する企業、団体、地方公共団体等と

する。 

３ 幹事会員は、別表に掲げる団体とする。 

 

（会長） 

第５条 コンソーシアムに、会長を置く。 

２ 会長は、宮城県知事の職にある者を充てる。 

 

（職務） 

第６条 会長は、コンソーシアムを代表し会務を総理する。 

２ 会長が事故等により不在のときは、会長が指名する者がその職務を代理する。  

 

（総会） 

第７条 コンソーシアムに総会を置く。 



 

 

 

２ 総会は、会長が招集して開催する。 

３ 総会の議長は会長とする。 

４ 総会は、コンソーシアムの運営に関する重要事項について審議する。 

５ 総会は、委任を含む構成員の過半数の参加をもって成立する。 

６  総会の議決は、委任を含む出席構成員の過半数をもって決する。なお、可否同

数の場合、議長がこれを決する。 

 

（幹事会） 

第８条 コンソーシアムに、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事会員の出席者をもって構成し、総会に付すべき議決事項のほか、

次の事項について協議し決定する。 

（１）構成員とスタートアップのマッチングに関すること 

（２）構成員の入会に関すること 

（３）規約の改廃に関すること 

（４）その他必要な事項に関すること 

３ 幹事会は、事務局が必要に応じて招集する。 

  

（秘密保持）  

第９条 秘密情報とは、コンソーシアムの活動を通じて入手した情報のうち、次の

各号に掲げるものをいう。なお、退会以降も本条は有効とする。 

（１）個人情報 

（２）構成員及びスタートアップから入手した営業上又は技術上の情報のうち、

開示者が秘密情報として指定したもの 

（３）その他開示者が秘密情報として指定したもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に

含まれないものとする。 

（１）あらかじめ相手方の開示の同意を得た個人情報 

（２）開示の時点ですでに公知の情報又は、その後構成員の責によらず公知とな

った情報 

（３）構成員が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報 

（４）開示の時点で既に構成員が保有している情報 

（５）秘密情報を用いることなく独自に開発した情報 

３ 秘密情報は、必要最小限の構成員間でのみ共有するものとし、本会の事業目的

以外に使用してはならない。 

４ 第１項及び第２項の規定に関わらず、行政当局又は裁判所等の命令により秘密

情報の開示を求められたときは、必要最小限の範囲内で秘密情報を開示できる。

この場合、当該開示を行う構成員は、事務局に対して速やかにその旨を通知す

るものとする。 



 

 

 

 

（入会） 

第１０条 コンソーシアムの目的に賛同し、入会を希望するものは、入会申込書を

提出し、幹事会の承認を得なければならない。 

 

（退会） 

第１１条 構成員が退会する場合には、書面により届け出るものとする。 

 

（事務局） 

第１２条 コンソーシアムの事務を処理するため、宮城県経済商工観光部新産業振

興課内に事務局を置く。 

 

（その他） 

第１３条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規約は、コンソーシアム設立の日（令和５年５月１０日）から施行する。 

  



 

 

 

別表 

幹事会員 宮城県 

国立大学法人東北大学 

仙台市 

経済産業省東北経済産業局 

一般社団法人東北経済連合会 

株式会社七十七銀行 

独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部 

公益財団法人みやぎ産業振興機構 

東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 

 

 


